
 

 

【新規事業】 

 

 

権利擁護支援活動に係る機能強化事業について（案） 

 

 

１ 目的 

  福祉サービス利用の必要な障がい者等の権利擁護のうち、特に成年後見及

び財産管理を支援するため、実務者の育成・継続支援及び実施機関を支援・

強化し、権利擁護支援体制の強化を図ることを目的とする。 

 

２ 事業概要 

  社会福祉法に基づく「福祉サービス利用援助事業」（第二種社会福祉事業）

及び民法等に基づく「成年後見制度」の法人後見受託など、権利擁護支援に

関する活動をする市内民間団体へ支援専門員等を追加配置するもの。 

  1.5名の配置（専任職員 1名（常勤）、（兼務）0.5名） 

 

３ 背景 

  障がい者や高齢者を対象とする各種社会福祉サービスの利用制度について

は、平成 12年度の介護保険制度をはじめとする社会福祉基礎構造改革により、

従来の「措置制度」から、「利用者と事業者との契約による利用制度」が導入

されることとなったが、以降、利用者保護のための権利擁護が極めて重視さ

れるようになってきている。 

  背景としては、①サービスの対象に、知的障がい、精神障がい、認知症高

齢者など判断能力が低下した方が多く、サービスが利用できない、あるいは、

利用時に虐待等の権利侵害を受けやすいといった状況があること、②利用者

と事業者との対等性が（提供サービスの透明性の確保等の点で）必ずしも完

全に保証されにくいこと、③契約締結にあたっての適切な支援が必要である

こと、等があげられている。 

このため、権利擁護の点から、新法制定や関係福祉法における新たな取り組

みが位置づけられることとなっている。 

 



 

 

【新規事業】 

 

 

重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業について（案） 

 

 

１ 目的 

  重度の障がいにより意思の疎通が困難な障がい者若しくは障がい児（以下

「障がい者等」という。）が医療機関（病院及び診療所）に入院した場合に、

日頃から本人を介護し、本人の意思を病院スタッフに伝えることができる居

宅介護、重度訪問介護従事職員（ヘルパー）をコミュニケーション支援員と

して病院に派遣し、病室等で医師や看護師等の医療従事者との意志疎通が図

れるようにすることで、円滑な医療行為が可能となるよう支援することを目

的とする。 

 

２ 事業実施形態 

  障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「法」という。）第 77 条に規定される地域生活支援事業の意思疎通

支援事業として実施する。 

 

３ 対象者 

  市内に居住し在宅の重度障がい者等であって、次の全ての要件を満たす者。 

 ⑴ 居宅介護又は重度訪問介護（居宅における身体介護等のサービス）を現

に利用している方。 

 ⑵ 自力で意志疎通を図ることが困難で、病院スタッフとの間でコミュニケ

ーション支援が必要な方。 

 ⑶ 単身世帯の方又は家族が障がいや病気、仕事等で介護に制約がある世帯

の方。 

 ⑷ 入院先の医療機関からコミュニケーション支援員の派遣について要請が

ある方。 

 

４ サービス内容 

  入院先の医療機関から許可を得たうえで、事業者はコミュニケーション支

援員を医療機関に派遣し、コミュニケーション支援を行う。ただし、次の業

務は対象外とする。 

 ⑴ 意思疎通支援以外の診療報酬の対象となる行為。 

 ⑵ 身体介護・家事援助等のヘルパー業務。 

 ⑶ 見守り。 

 



 

 

５ サービス提供事業者 

  利用者の在宅生活時において、居宅介護又は重度訪問介護のサービスを提

供している指定事業者。 

 

６ コミュニケーション支援員 

  次の全ての要件を満たす者。 

 ⑴ 指定居宅介護又は指定重度訪問介護事業所において、サービスの提供に

あたる従業者。 

 ⑵ 入院前に利用者への支援実績があり、利用者との意思疎通に熟達してい

る者。 

 

７ 支給内容 

 ⑴ 支給上限時間は、１回の入院につき 150時間まで。 

 ⑵ 支給額は、次に掲げる算定基準により算定した費用の一月分の合計額と

する。 

  ① 入院時コミュニケーション支援の提供を受けた日の最初の１時間は、

1,500円。 

  ② ①の１時間を超えたときは、30 分ごとに 750 円を加算する。ただし、

30分ごとに加算する際は、所用時間が 20分を超えていなければ加算する

ことはできない。 

 

８ 利用有効期間 

  利用決定年月日から法第５条第２項に規定する居宅介護及び法第５条第３ 

項に規定する重度訪問介護の支給決定期間の終了月の末日まで。 

 



 

 

【見直し事業】 

 

 

障がい者チャレンジ雇用推進事業について（案） 

 

 

１ 目的 

  障がい者の就労を通じた社会参加を促進するため、就労の意欲がある知的

障がい者等を市の非常勤嘱託職員として雇用し、就労に必要な知識及び技術

を習得させることにより、民間企業等への円滑な就労を支援することを目的

とする。 

 

 

２ 事業概要 

  知的障がい者、発達障がい者又は精神障がい者を市の非常勤職員として雇

用し、民間企業等への一般就労に向けた職場実習を行う。 

 

 

３ 増員等について 

 

年度 
就労員 支援員 

実施課 
【対象】 人数 人数 

平成 22年度～ 

平成 25年度 
知的障がい ２名 １名 障がい福祉課 

平成 26年度 
知的障がい又は発達

障がい 
３名 １名 同上 

平成 27年度 同上 ４名 ２名 同上 

平成 28年度 
知的障がい、発達障

がい又は精神障がい 
５名 ２名 同上 

平成 29年度 
知的障がい、発達障

がい又は精神障がい 
６名 ２名 同上 
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